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平成15年’7角22日
日本行政書±会連合会

総合的・法律サiビスの提供及ぴ司法アクセスポイントの設置につ

いて

I．総合曲法律サービメの提供’

　　日本行政書士会連倉会及び各都道府県行政善士余では、国民の日常生活にお

　　いて発生するあらゆる問題1二対応するため、毎年10月の1ヵ月．間を電話1二よる

　　無料相談「行政書±110番」（昭和55年から開設）及び街頭蕪料相談所等によ

　．り法律サービスの提供活動を実施しているd

　　なお年間を通し日寧的1二相談窓口をインターネットのホームページや、芦公署等

　　の施設内1二開設しぺあらゆる相談等に対応レているがその実態報告は今回省．い

　　ている亨以下、その輝要幸示す（平成互3年度実績）。

1導営機関：日本行政書±会連合会．、都道府県行政書士会（47）

・相談案内：行政書士業務全般について

　　　　　1官公署1二提出する書類（電磁的記録～の作成等

　　　　．・権利義務・事実証明に閏する書類（電磁的記録）の作成等’

　　　　　　（璋言・相続、各種契約、定款一内脊証明・参計記拝等、不動産関係、

　　　　　．戸籍関係他）

　　　　’・行政手続法に関する相談（申請1二封する処分、不利益処分、行政指導等’

　　　　　’・帰化ゾ管等外国人あ申声耳早次等

　　　　　・その他隣接法律専門職種1こ係わる相談等

　　　　　（複数資格所持会員が担当）

1相談方法：当事者の来所、電話、郵便、F肌、．メール、インターネット等

1回答内容：解決方淘二つし、て当事者の苦情処理や助言を行う。他資・格者・他機関・

　　　　　　　↑の紹↑等を行う。紛争は訴訟前の調停により解決を図乱

一開催目時＝毎年1Q月（各単位会1二より日勘、時間等は変動）

1・実施場所＝3，480カ所．

　　（内訳）：’電話無料相談2，365カ所（各単位会事務局、．会員事務所等）’

　　　　　　1対面無料相談1，115カ所（公的施設、会員事務所等）

・受付件数＝最近5年間受付件数（「PR活動」電話・対面無料相談合計）・

　　　　　　・平成9年度・4；208件

　　　　　　・平戌！0午度　4，07p件．．

　　　　　．一平成11年度　5，583件．

　　　　　　・平成12年度　4，6ヤ7件
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　　　　　　・平成13年度　5，243件．

皿．公的機関1＝おいて行政書±が提供する総合的法律サービス分野’

□実施時期：

口対応方法：

全休で13．5の役務を通年で提供している。

相談、苦精処理、解決策の助言、調停、’他のブクセスポイントの紹介

　　（役務名）　　’’　．　　．．　．　　　　（季嘱元〕　（該当会員数）

エ、建言睾業における経営事項審査申請受付業務の相談員　都道府県　　　　4戸8

2．建設エ事・測量コンサル・物品入札参加資格審査受付業務都道府県／市町村50

3．行政相談委員．

4．行政手続相談員

5．民生委員

6．調停委員

7．司法委員

8．’．人権擁護委貫

9．市民相談員

10．保言葦司

11．情報公闘審査委員

12．固定資産評価審査委員

・’13．外国人相談員

’14、外国人入管手続相談員．

・15．入国管理局相談員

19．行政改革推進委員

20．NPO≒ネージメントアドバイザー

21．陸寧事務所における㌍談鼻

22．許認可相談員

23・・土地区画整理言干価委員．

24．農業委員

25．不動産無料相談会相談員

身6．起業・分割1倉併等相談員

総務省

市町村

厚生労勧省

裁判所

裁判所

法務省

市町村

　法務省

　布町村’

　市・町村

都道府県’

　財団法人

　東京入管

　市町村

都道府県

　国交省

　布町村’

　市町村
　市由丁村

　都道府県

　’簡工会議所
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皿1行政書土による総台的法律サービスの提供

　　＝行政書士事務所と行碑書士会がアクセスポイント＝

①行政書士は行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわ芦て、国民の利
　　便1二資することを目的として業務を行っ亡いる。・

　②我が国国民のみならず在佳外国人に対しても権利救済を行っている。

　③行政書士は全国の市町村にお←、て行碑相談委員として享舌動しでいる』

④行技監察局から委嘱され暮らしの相談員として、広く国民の生活に密着した問

　　題に対して総合的な相談体制を敷いている。行政書±会もまた定期的に相談

　　所を設けて対応している』

⑤地方裁判所、簡易裁判所、琴摩裁判所等Fおいて裁判所あ理解を得て司法委

　　．員、調停委員、相談員として登用されており、継続したフ才口㌣7ツプに努め亡

　　いる。．．

⑥交通事故や建設、消費者問題、知的財産権等の紛争処理機関は少なく、加え

　　て地域偏在している。．行政書士が相談を受けた紛争問題をこれらのセンタニに

　　持ち込毛うとしても、弁護土でなく行政書士であるとの王雫由下代理を認めず支障

　　．．が生じており、結果として住二民のアクセス権が侵害されているb改善が必要で

　　ある。

⑦47郡道府県におかれた行政書士会と、業務の広範囲性を有し、弁言筆土過疎地’

　　及び離島等1二毛存在する三万六千人の行政書士事務所1二紛争処理機能が付

　　与されれば、経済面に加えて生活面1＝おいて毛国民に身近な目常的な地域船

　　争処理センターとして、リ丁ズナブルな負担で利用できる。

⑧市町村合併により行政へのアクセスポイントが減少する地域住民1＝とって、もっ

　　’と毛身近なアクセスポイントとして行政書士事務所が機能する二さらに行政手続

　　オンライン化関係三法により広がった行政書±のオンライン業務は、デジタル

　　．経済社会の到来にあわせて、紛争処畢のポータルサイト等の提供と全国行政

　　書±会ネッ．トワークにより広域的にかつ・高齢者や情報弱者に利用しやすL．、環

　　境を整備し提供できる。そのためにはサイバーロー、サイバーADR法の整備

　　が必要である。’

　⑨行政書±牽と曄接法律聯との協働事業とすることに加えて、行嘩や消費者相

　　談センター等との連携により共通基盤が整備セきる。さらに広範囲な諸問題に

　　対応できる選択肢．の広し、紛争解決のワシストップサニビスポイントが拡大する

　　こととなる。行政’型、民問型双方の紛争処理センターとの華携を図ることが紛

　　争処理センターへのアクセスを向上させることとなる二
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1V一サ」ビスの担い予の曄保・育成害に関する施策及ぴ提言

　　＝ADRに関すろ共通申な墓盤整備が必要＝
　①弁護士、隣接法律専門職種；各地の仲裁センタニ、紛争処理センター、消費者

　　センター、NPO法人、サイバースペrスにおけるAD’R機関等が連携するため

　　の組織の結成と資金的措置が行われれば、国民1二わかりやすい基盤として選

　　択可能な使いやすい存在となりうる』．

　②各ADR・機関は取り扱った問題に関する楕報開示をインターネット等で行うこと

　　で、利用者にとって1まそあ専門性1信頼性、あ・るいば多様性が数値的に把握で

　　きる三ととなる。’’

　③情報の開．示は紛争処理機関問の比較材料と毛な’り競争が生じることとなる。そ’

　　れが質φ高い相談鼻を確保すること、一育成する二とにつながや。

．④．ADR基本法においては1人材確保と育成の関係から弁護±と隣接法律専門

　　職種との業降関係について規制緩和を進めることが必要であ私一．

　⑤日本行政書土会連合会は現在著作権に関する紛争処畢センターを47都道府

　　串二設置、’ネ自談員を配置する事業に取り組んでいる。また相談員の育成のた

　　め文化庁等の協カを得て講習会を開催し人材育成に耳又り組んでいる。これら

　　の基盤撃傭を活用できる‘＝はADR基本法において行政書±法の整備が必要

　　である占

　⑥人材芦成のためには・質；の確保・紛争処理の手法・解決の基準やその評価等

　　に関する統一的なマ三平アルが策定さ杵る；とが望ましい。千れはADR基本法

　　’によってバックアップされる措置が講じられるべきである。．・

　⑦’行政芦±会1こは弁護士他隣接法律専門職種が会貫とし下多数入会←ており会

　　員の活用という点において、行政書±会組織を活用することは紛争処理の総

　　合窓口としての機能を有している。’

　⑧日本行政書士会連合会埠び都道府県行政書士会では、研修所を設立し、人材

　　め育成と調定を行って、相談員に登用する事業を行う。．

2．利用者とAbR機関を結、；ミ情報処理組織たよるアクセスポイントの設置

①多チャンネル．↑V、文字放送、ケーブルTVを利用し、その坪方向性、即時性、地

　　坤性を活用し仁「紛争処理チャンネル」を設置するヒと。それから生じる機材、シ．

　　ステム開発、情報の蓄積等が人材の拡充策のひとつとなるとともF高齢者や社

　　会的弱者が在宅から利角できる。さらに国外在住者、僻地、南佳島から毛利用する

　　ことが出来る』’

．．’②携帯電話、インターネット等千±よる船争処理システムの開発は、問題の多様性

　　と解決の多様性に適応することカ㌣きるとと毛に二時間管理経済め効率化を促
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　　す。’ADRサイバースペースにおけるADRのあり方を検討すべきである。’

V．司捧アクセスボイントの設置策

1．日本行政書士会連合会と都道府県行政書士会による相談センターの常設

2．都道府県行政書士会に紛争処理セシターの設置

3．知的財産樹＝関する紛争処理センターの設置（文化庁関係）

4．都道府県行政書士会の給争処理センターに相談員の配置

5．日本行政書士会連合会と都道府県行政書±会あ実施する研修による相談員の

　　’育成と認定

・6．NPO法人の設劃＝よる相談、船争処理．

7・インターネットホ≒ムページでの相談受付と紛争処理」

8．官民連携起業ポータル事桑の推進

91著作権保護活動の推進’（複製地図’の著作権）’

’5



別紙資料2

厘〔麺二

’■　　士による 的な法’サーピス事1、　判肩等の による・。

H15．4．14

区分’ 事例 内容 備考
・機関・窓口 外国人に対す ・昨年のワールドカップの折、行政書士による く参考＞
の設置例 る’相談サービ 自主的な活動として全国の単位会にピザサポ H14．1（人数）

ス事例 」トセンターを設置した。対面窓口を設けると 行政からの委
ともに、電話楯談も受け付け、旅券の遺失・盗 嘱による外国
難トラプル等に対するアドバイスや支援を行・ 人・入管楠談．

った。 のぺ34
高齢者等に対 二全国の会員は業務として日頃より遺言書や

する相談サー’

ピス事例．

遺牽分割協議書に関する業務を行っている二・特に成年後見制度蘭連では，4単位会でN　P

I　工 ○法人を立ち」；げ、高齢者等の相談にのるとと

もに、手続きの指導や任意後見契約の円滑な推

進を支援している．

〈稼働NPO法人＞
①神奈川成年後見サポニトセンター

②とやま成隼後見人協会

③和歌山成年後見サポートセンター’

④市民の生活権利擁護京都カプスサポートセ

ンター

著作権に関す ・全国の会員は業務として著作権法や種苗法

る相談サーピ に基づく登録申請を行うなど、知的財産権問題

ス事例 に深く・関わってきた。

・最近顕著化している著作樺紛争に対応すべ

く、著作権に関する相談センターの全国展關を

日行連では目指している。その先駆けとして、

神奈川県行政書士会では次め機関を立ち上げ

サ∵ビスの提供を始めている。

＊神奈川県行政書士会箸作権ADRセンター1
広範なテーマ ・毎年10月牽行政書士制度強調月間と定め、 H18．10（件数〕

に対する相談 全国の単位会で相談窓口を設置して、対面相 相談総数

サーピス事例 談、電話相談に応じてい．る。 1168

・相談件数としては許認可関係を除くとr遣 内遺言等499

言・相続」が半数を．占め、r不動産関係」r各種 不動産’148

契約」と続く．
一

各種契約10B

裁判所、行 裁判所・の委嘱 ・裁判所からの委嘱を受けて、行政書土が調停 Hユ4．1（人数〕

政機関か による事例 委員等に起用されている二． 調停委員102

らの委嘱 旬法委員　3

による行
政書士．の

登用例



構成要因別分析表（兼業状況）’ 平成15年4月1日現在
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平成15年7月22日

司法ネットヘの司法書士の取組みについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・日本司法書±会連合会．

1．アク七スポイントとしての司法書士の活動の現状

○幅広い相談活動等を通じて、国民に身近な地域における法律サービスを捷供

○全国め各司法書±会にお1才る多様な相談事業’

○各司法書土会に琴置されたr少額裁判サポートセンタ」」1二おける市斥への法律サ

　■ビスの提供

○社自法人r成年後見セシター・リーガルサポー・卜」による後見人・後見監督人の供．

　給、高齢者等の権利擁護

○予防司法の観点から、高粒生を対象とした司法教育の実践

○自治体からの要請に基づ＜相談員としてあ活動

○司法善土A　D　Rの実践に向けた取組み

○国民の抱える法律問題の解決に向1六アクセスポイントやアクセス手段として多様

　なリーガルサービスの実践

2．司法ネット構想1±ついて’

○予防司法の観点と司法ネット

○司法過疎地におけ季司法ネットの重要性

○リーガルサービスを提供する専門家の協カ、行政機関等とめ有機的・’横断的連携の’

　必要性

○司法ネ！トが有すや総合調整機能における、既存の団怖・機関や各資格者刎圭立性

の尊1重

○地域における法律サー．ビスの担い手である司法書士・司法書士会の活用により二全

　国各地において地域に根ざした司法・ネットの実現

○今次司法書±法改正による簡裁代理権・法律相談権の付与を受け、司法ネットあ担

　い手．・人材供給源とし亡の司．法善±の活用



日調連発第101号
平成15年7月22日

司法制度改草推進本蔀．事務局　　御中

日本土地家屋調査士会連合会

’司捧アクセスポイントの活動状況及ぴ司法ネッ’ト構想につい．て（報告）

第1’’アクヤスポブントと←ての土地家屋調査士め活動の現状

1・一1・土牢家屋調査キは、牟国亭々浦タ、島喚部を倉め約19，000人の会員が、’日々

　　．の業脅活動琴潭pで国展と対華を行っている嘩か、50の調査士会ξ約5gOの支
　　＝」郡F・おいて草雫の相碑声’口’を開設するなどして・・’地域住民めみ牡’さんめ生活上

　　・の即の碑・・解決紳防司法1こ苧卯叱’
　　　て琴舳’’登甲無粁㌍談（全国苧・・の土地家亭調査士会及びその支部）

　　　　　　．．開催回数、3，6qO回（1．会当たり　平均．66回）

　　　　　　柏談件数13．，395件（’1会当たり268件）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（平成一4年度分）

1－2　芦ブ只ツク協議会ヌは単倖会が他士業団体と協働’して常設の紛予あ解決若し

　　　く璋相談機関に関与している。

（例）・1阪神・牽路まち亨．く．り支鐸機構

　　　　平碑7甲脚淡献震災による被災地の復興支援φため1こ大陣一兵庫ギ

　　　の両弁護士会、土地家屋調査士会近畿ブロック協議会、近畿税理士会、近畿
　　　’司法芦土会導合会、・E1本不動産箪定協会牢畿会、建築士三会の芦十9団件と学．

　　　’者・学会が街づくり支援のための機構を設立、法律相談はじめ各種相談に対

　　．．下、被災地におけ局芦の復畢ξ被災者の心g復典を支援している。

　　・’i大即了’シシ・司．ン管畢支援機構．．

　　　　マン・シ享’ンド関する諸間奉に特化した柏談体制として、夫阪市が運営すや．

　　　’鐸構F、竿阪の弁護士会．、’土地家屋調竿士牽、司法書士会、弾理±会、不動

　　　∵産鑑定±会．、建築士会の’各資格者団体が参画し、．法律相談を含む幅広い相談

　　　括動、．’’窓口担当者へのトレーニング等を行づている。

、2．十．．プ‡竿家亭調査±会が考えるA．D．R二・・寧界問題相談センタ」・∵．

　　．二’相談セ・ンタrで敢扱う紛争の翠型はi筆界（地番境）’が不明であるこ’と1＝起因

　　す．る紛争又は筆界が不明である土地を含む紛争を対象とする。



（1）．現在、東京・犬阪・愛知の3会で設置（全国’50会に順次開設を予定）．

　’（．例）∵．境界問塵相談センタ’一おおさか

　　　　．（3月1弓から6丹3．O目までの対応件数）’

　　　　　間’合わせ件数’．．・220件

　　　　　相談受付件数　　　　75件

　　　　　調’停回付件数’．．’　　17・件’．

（2）　．．牟護±’（参）とφ軍働1効果’的連携を図って．いる’。

　　．声た、’「事琴’≒応pて他の隣接専門職能との協勧毛考えセいる。．

（3）’’裁判制零行政型∵＾岬との効果的な連携≒ヒより’、より国民の利便1こ供するこ

　　とめできる揮切な紛争解決を図る。

’2’・2　行政委員会型A’b．Rへの参画．

　　　’別途、法務省で構想されている行政委員会型の裁判外境界紛争解決制度が創設

　　され乍とき二解率機甲ξして設立される委貞会等の構成員として、また、申立て’

　　代畢人として埠界の専ト『家である土・地家屋調査士が参画’できるよう要請している。

．3　．土地琴辱頭査±あ業務に関する紛…義の調停’．

　　　土牢家辱調査．±業群F関する紛争に関し、土地家屋調査士会員又は当事者その

　　他関係人から講求があづ．た場合、土地家屋調査士会は、調停を行うこととなった。

　　　注1改正土地家屋調’査士法第54条（平成15年8月1目施行）

4rそφ伸の’司．法’プクセズヘめ対応

　　　　　　　　　　　　．～大享等との連廃、司法修習生の実務研修の受け入れ～

　　’率芦会卒び単位会下嘩大学法学部・干動産学部ξ協定し、大学に会員土地家屋

　・調査士が出講し、’法学部’1不動産学部の学生に専門分野の講義を担当するととも

　　に、インターイシ．ツプ申琴け牛れを．することに．より、学生が、実務休験を通じて

’実幣おげるキ竿．．建物F蘭する苧律問題等に？いセの知識を深めるためヂ支’・

　．．援を行って．いる’。

　　　また｛．デ部の単偉会でば司津修習生の実務研修の場として会員事務所に修習生

　　を受け入れ．ている。

第2’戸法辛ヅト牽想に？いて・

1．’’条件整備に’っいて’（1〕

　　　国．．・地有傘共圃体の相談体甲とともに二各專門弾種の尊門性の一層の活用を図

　　るこξ’は二国甲g戸．常生浩g不安を解禅．し、紛争の未然防止1二役立てるこ÷とな

　　1り．．、’地域年民め未1岬1二供する・ことになるものと考える。

　　　国民と司法テクセスの充実には、国∵地方白治体や多くの専門職能が一か前二



集．っ下あらゆる相談を琴け．、．解奉を図る組織件制の整備が、．国民にとっ千最も有

’’即岬と考えられ亭’外その整備1・は卑下のよう牟窓口担当．職員の教育・相談．

所の設置牛．設置揮所二周知ρための広報活動、’亭門分野との相互連携シ．ステムの．

構築二’費用．の捻串など多＜の灘題の解決が必妻と考える。

（・1・）、二．歯拝青如資挿者日．件にヰる連絡調整機関設置の必要牲

．関坪する蝉肴諸団体が幸れぞれあ専門性を活かした祖談1稗を現に行っ亡い

る’が二牟干ら．く」部を蹄いて横の導絡が少牟レ咋め㌧’相談事案の移送なξが適切

、’：：享ζ芸；l1簑二撚戸†が㌣と牟1す・・各団体の横の連絡干緊密．

．（2．）．琴中に牟け弔振分け機能てトレー；シグ）．の充実．

　柏’談巧幸言々牟た市甲g≒一ズド的確．1二応えるたあには、アクキスポイントにお

．1け確㌢分け担当者の締等が最毛季要な干とと・考狐

　1地域住犀9年談に1幸二既1≡問畢が畢芦化している事例ぱかりではなく二・むしろ・．

・’いまだ紛争F至っで・い’牟’1’坤へ対応1≒禅んでいるといった場合のいわば第■

率相撃のような事例も’多く、．専門職能等が適切なアドバイスをする；とによリ解．

1決■至る場合が少．な．くない’ことを実感している。

　振｝分け担．当者が各専門職g専門性を熟知し二相砕来訪者の悩争の内容とΦ関

．．連を申確F捉えてi璋切’に甲．談先’を振り分けできるようなト．レー二．ングが重要と

・考える』・

・（・1）蹄活即苧挿化・．

　地釧こ．おける相談活動を拝じて、市甲の生活上の悩み等1ヰ数知れずあることを

実感レている’。市町村の広報誌の俸か、’市良が容易に接することがセ’きる町内掲

示板、国覧板等の身近な媒体から、テレビ、・与ジオ、新聞のよ．うなキスメデイア

　を効果剛干活甲する等1二．キり、広く巾良に周知させる；とが重要である。また、

　これらφ費角負担は公窪を充’てるこ’ととする。

（4．）運曽経費等の負．担1ヒついて、・

　二現在、・各寧格青団体が行っていや巾民相談所につし、てi．運営F要する費甲は相．

牽出向者の交通費等の負桿．も含や、．資格青団体が負担していることが多い。

；’ラ・いっ’た朗負担の実態等を考慮レ．・そのあり方の竿討・とともトそれらの負

．担金がより効果的1二、’・無駄な．く活用されるよう．な仕組みを検討するべきであ’る。



2　条．件．整備について（’2）．

　　第r段階とレて、．国一’地方公共団体等が行っ’ている各種行政サiビス、各種専

’門資舶が行っ下いる各揮業琴1；ついて・電1芦等で受け付ける相談所（アクセス

　　ポイン片）’を広域有政圏肉に十か所を設置し干相識等宇受け付けたときは・・当該

　．相談所に牟い・て、国1坤有斧共由体・各専門職能家に振り分．けを行う．組織・シス

　．・テムの構築をご検討いただくよう二要望する。’’

．’以上、司法ア．クセズ．ポイントの活動状況及ぴ司法ネッ．卜構想についての日本土

地家屋調査±会連合会及ぴ単位会、その支部等が取り組んでおります現状と若干

卵見を苧させていた芦き叶た牟｛・’布民1こ近く・市民あ利便に供し得る司苧

休制の拡充のため、私ども土地家屋調査±を含め専門職能の持つ知識・経験、資

格者団体の組綾竿が最大劇こ発揮でき尋よう’な体制．の構築方を切望する次第です。



【資料1】民事調停委員の職業別員数（平成14年4月雛）

員　　数

　1．984
　　658
　　564
　　535
　　460
　　374
　　328
　　185
　　　39
　　　28
　8．043
13，198

【資料2】境界鑑定講座受講者数
（中央伝達研修）

平成5年 第岨’ 受講者　　51名
平成6年 第2回 43名

第3回 33名
平成8年 第4回 47名
平成9年 第5回 48名
平成10年 第6圓 87名

第7回 147名
平成12年 第8回 107名

第9回 94名
平成13年 第ユO回 97名

小計　　754名

（出張研修〕

平成15年 各ブロック協議会開催 受講者1，364名

小計　1，364名

合計　2，118名

【資料3】土地境界の確認を必要とする登記申請（嘱託）．件数
（平成12年度）

登記種別 件　　数 個数（筆数）
土地に関する登記総件数　（表示に関する登記）

4，287，568 8，570，603

土　地　表　示　登　記 33，012 60，923
土　地　分　筆　登　記 842，106 2，451，294
地積の変更・更正登記 179，812 683，481

土地区画整理、土地改良 4，425 856，252
地　図　の　訂　正 751，905 ．1，269，0ユO’

（法務省　第114民事・訟務・人権　統計年報　平成I2年から〕



【資料4】

◆　境堺紛争麓式痘 鰯の不賜を鯛とする紛争の場着ツ

現　地
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　　3番地



【資料5】

土地家屋調査士会・境界間題相談センター（ADR）イメージ図

隣
接
地
と

の

境
界
確
認

！／

分
筆

ニ
ロ

筆
登
記
申
言育

　参考人・有識者

地域の境界間題精通者

官公署等の境界査定担当

者、研究者その他有識者

！l

交
換

移
転
の
登
記
申
請

表示の登記

権利の登記



【資料6】

　　　　　　　　《　境界間題相談センター（ADR）

・　’呈咀　茱1；鞘’　…　・□・

と裁判制度等との連携 イメージ図　》

○○土地家屋調査士会

＼

（1ヅ’1（11・11〕

整　記

法務局

‘　●　・

▲’

＝」＝’㍗）

＼＼鰯鯉

　　　　（資料〕　　〃

　一、一・1’〔確定資料・管理）
一’

調査士会’

］般相談
（相」談・仕分け〕

専門調停委員・艦定人・司法委員

（1／

（調査・艦定依頼〕

　　　　｛調査報告・艦定〕

　　　　　　　　‘鑑定依頼〕

　　　　（資料〕
　　一一一＿一一＿一一一一一一一一レ

　　　1㌔

　　　　　　（確定資料・管理ゾ㌔一、

＼

（境界確定〕

｛所有権確認等〕



　　　　　　　　‘I　‘

　　　　　　　　仏

ぐ、、甑！岬灘

‘ ・　　　　　．■．．　’’　　　　　．　　　‘　　韮韮 ．　靴＝＝

」｝　　■，　岳　＿

自宅の境界を確認したい。

敷地を測ってもらいたい。

　　そんなときには、土地家屋調査±へ。

鐵．

6o
でも、お隣との境界トラブル。

　当事者同±では話が進まなくって。
　　そんな時、こ利用ください。

、’・

境界問題の専門家「土地家屋調査士」と

「弁護±」がお二人の話し合いをサポートします。

話し合いが解決したら、その結果を

登記簿や地図に残すこともできます。

（（
　∩∩
　　〔

リ

．料金奏．（裸到．．

申立手数料

調査手数料

期日手数料

成立手数料

　測量・

鑑定手数料

金額．

2万円

3万円
（資料・現地確認等）

5，000円x当事者数×回数

5万円
事件ことに見積もり、

予納していただきます。

名古屋市東区主税町＿丁目3番地



嶺綴、

⑫欄徽ン

1合意調書作成までの費用

相

談

補
助
業
務

①相談手数料（相談者負担）1O，OOO閂’

②2回目以降（相談者負担〕5，OOO円

③基本調査費（相談者負担〕ヨo，ooo円

　〔但し、資料の補完を必要とする場合〕

①申立手数料（申立人負担）10，OOO円

②期目手数料（双方負担）当事者1人にっき5，OOO円．X回数

　｛2時問を揮・える場台5，OOO円加算〕

③成立手数料（双方負担〕大阪弁護士会報酬規定の境界に
　関する事任害の報酬金の下限に準ずる。

　偵担割合は合意による〕

調査・測量・鑑定費用

　相談・調停手続きの補助業務。双方負担…負担割合は合意による

　但し、大阪土地家屋調査士会報酬基準に準ずる。なお、相談時に

　補完した資料はこれを援用し、その際の基本調査費は清算する，

l1合意調書作成後の費用烙自がそれぞれ別途負担とする。）

諸

費

用

1．境界標設置費用（合意内容により必要な場合〕

2．登言己費用

ヨ．登録免許税

ヰ．司法書士報酬

5．合意内容を履行するための諸費用

岱06－6942－8750
冒；主意：電話でのこ相談はお受けしておりません。

　　　　当目こ予約なしでお越しになられた場合、

　　　　こ相談を受1サてし1ただけない場合があります。

■ 固

※駐車場の設備はありません。

境界問題相誰センタ，おおさか

〒540－O023大阪市中央区北新町3番5号
　　　　　電　話く06〕6942－8750（代表）

　　　　　FAX（06〕6942＿8751番
　　　　　E¶自illsoudan＠ohosashi－osaka．jp

　　　　　　　　（大阪土地家屋調査士会館内）

霞’

ン

　　4

．．か

境界②専門家

土地家屋調査±む
絵律o箏門家

余護±む◎協働にホる

紛争解決機闇

　　　土地の境界閤題で

　　　　お困りの方

境界問題椙談センターおおさか

　　で解決できるよ！

眺・

（（
（〔

θ

大阪土地家屋調査士会

大阪弁護’±会





紛争当事者
冊
固
”
㎜
㎜
㎜
蜆
㎜
固
㎜
魎
㎜

費用概要・

酬
㎜
幽
㎜
㎜
㎜
幽
㎜
唖
㎜
醐
㎜

申立費用

事前調査費用

期日費用．

成立費用≡、

調査・測量費用

鑑定費用
その他立替費用

20，000円

30，000円

10，000円螂日毎申立人・相手方各自負担〕

別途規定による

’随時見積金額による（委嘱）

随時見積金額による（委嘱）

・実費（登記印紙、公租公課等）

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

・境界紛争でお困リの方、まずはお電話下さい・
・・・・・・…　　■一一一・一一・・一一一一・・…　　．・’

固雇關03－3573－1010
受付■月～金10100～17100（土・日・祝は除’く〕

ご注意：当目ご予約な＜お越し1こなられても、ご相談を

　　　受けられない場合があリます．ご了承下さい。

　　　二］一新橋ビル
至　　　　　　鳥森□
品

川

至虎の門
至
東
京

JR新橋駅

帥

v駅

　　　　　　　　尊

台浴蟻
東京土地家屋調査±会

新括駅印ピル1号館　7階

り銀　行

＊駐軍蝪はごぎいません。

境昇セソ勺一
東嘉土地蒙眉調曹士害瞳界紛争解決セソ勺一

〒105－OO04 港区新橋2丁目20番15－701号
〔新橋駅前ピルー号館7階〕

…冒言舌　03－3573－1010

FAX　03－3575・4770





まちづくり 髪機構

俗と

奮萎賃擦姦π
西近　れ李萎耳事夕
支萎ヂ崔奮く
部部　　。　男　よ料

建築±事務所協会近畿ブ□ツク協議会

　　　派遣専門家

　　　●学者

＾い’一誼

り

　　　●コンサルタント
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大阪支所事務所
大阪市北区西天溝2－1－2大阪弁護士会館内’

　　TEL06－364－3050



司法制度改革推進本部御中

「司法ネット」．構想に対する意見’’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’’平成15年7月22目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目本税理士会連合会

　常目頃は、挽理士業界に対←、＝格別のご高配を賜り深郵申し上げます。

　司法制度改革に対する貴本部のこれまでの熱意とご尽力に対し、深く敬意を表する

次第であり’ます。．

　平成15年7月4’目付にてご依頼いただきま．した表題に関し、以下当会としての意

見を申し述べます二

　r司法手ツ’ト」帯想の偉討過桿にお亭ましてば苧会の意見をご甚1酒勺いただきます

ようお願い申し上げます竈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

一税翠士業界におけるアクセスポィントとしての活動の現況について

　税理士は、平成15年3月末目現在く．全国に66，・ρ74人おり、国民の間で税
に関する身近な専門家として定着．している。’

　目本税理士会連合会は、税理士の杜会公共的使命を果たすために、税理士法の定

め（税理士法第49条の2第2項第9号「委嘱者ρ経済的理由により無償又は著しく．

低い報酬下行う税理士業務」）．に基づく税務援碑事業のほ狐杜会貢献の⊥環として

も納税者に対する税務相談を含め諸々の税務指導牽行っている。

　税理士会が行うこれらの援助事業は、税法に関する国民に開かれた税務棉談の窓

口事業として40年以上の歴卑を持つもの下ある。

　その事業の内容は、納税者；一ズが最も高まる確定中告期における税務棉談のほ

か、常設のアクセスポイントとして全国に税務指導所を設置しあるいは一定の範囲で

・税理士事務所を開碑するこ幻こよる税葎指導・相談、商工会群所をはじめ、商工会等．

の中小企業団体等や地方公共団体へ税理士を派遣Lての税務指導・相談婁業が中心と

なつている。

　援助事業等としての平成工・4年度実績は・別添参考資料のごとく全国496の支

部で、延デ下63，51与人の税理士が従事し、指導納税者は1’，269；353人

に上り、司法過疎といわれる地域（離島など〕を含む全国のあらゆる地域において、

国民に身近な税務サニビメの樹共（相群等）を行っている6

　また、情報の提供手段とし’ては、目本税理士会連合会並びに全国15ρ税理士会

又支蔀などにおいてもホームページを開設してお・り、税務情報をはじめ納税者にとっ．

て必要な言払の情報提供を通じ、納税者の利便性の確保に努めている。・



二　‘「司法ネシ・卜」構想の具体的制度設計に際しては、税理士会の実績と税理±の専．

　門家ξしての能カを活用していただぎたい。．

　司法ネシト構揮は、①国民めために、国民が全国どの地域にあらても法的船争解

決のための情報を奔られるよう司法アクセメポイントを設け、②国民だれもが法律’

サービスを受けられる仕組みを整備することが必要であり、さらに、③これらの政策

を実施するために、国民生活に不可欠なインフラとして官民協働でこれを整備する必

要があるとしている。

　司法、特に税務に関する分野に関しては、税理士会の杜会貢献の一環として実練．

’を積んできた税務相談を中心とした援助事業などを再確認いただき、「司法ネット」

構想を実現する際には、税理士会の実績を評価していただきたい。

　事た、税理士の竿務は委嘱者との顧問契約が中心であり、委嘱者との信頼関係に

よ．り成り立っているため、自己の事務所を有する税琴士が特定の団体等に常勤的な対

応をすることぽ極めて困難である。こうした税理士の業務実態に鑑み、これまで税理

士会は、税務サニビス提供を望む団体等とはその立場や役割に応じて相協カしてきた。’

このような・「依頼団体などの本来の機能」と「税理士会はその職業的能力」をそれぞ

れ提供してきた経緯についてち・十分な配慮をしてい牟だきたい。．

　　したがっ亡、「司法ネット」に参画する個々の税理土の活用にっいては、税理土会

及びその支部による会員の派遺方式が可能かどうかを検討していただきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．以上
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○　勅務援助の実施の墓準に関する規則’

／鶉和55年10午呈〕

変更平成元年3月23目

　　平成2年！月23白
　　．平成13年！0月18’目

（趣旨）

第1条　こρ規則は、’日本税理士会連合会（以下．「本会」という。’）会貝1鹿67条第2

　填の規定に基づき、税理士会の税務援助（会貝■」第66条に規定ナる施策をいう。以

　下同じ。）．の実碓において準拠すべき基準に関し、必要な事項を走める。．

（村象者）

第2条・税務援助の対象者は、税理士又は税理士法人が関与していない小規模零細納’

税者（会則第66条に規定する者辛いラ。以下同じ。）で次の各号に該当する者と

　する。

（1）小規模事業所毎者’・

（2）税理士会が1地域の寒庸その他を考慮して税務援助を必婁とす肴と認め亭者

2　前項の対象者は、前年分所得金額（専徒者控除前又は青色特典控除前）を基傘と

　　して選定する。

（税務援助業務の範囲）

．第含条　税務援助として実施する業務は、次め事務とする。

（1）税務に関する相談

（2）記帳に関する指導

（3）税務書類作成に関する指導

2　税理士会は、前項に定める事務のほか、必要に応じて次の事務を税務援助業務の

　範囲に加えるこ’とができ’る。

（1）会計帳簿の記帳イV子

（2）税務申告に係る．決算代行又は決鼻書の作成

・（3）納税申告書その他税務書類の作成

（税務援助業務の報酬）’

第4・条　前条第1項に定める’事務は、無償とする。

2　前条第2項に定め．る事務の報酬は、著しく低い報酬の額によるものとする。

．（指定税理士等）’

第亨条　税連士会は、その所属する税連士又は税速土法人のうちから希望その他適宜

4



の方法により選年し乍者・（以下「指定税理キ等」’という。）を税務援助に従事させな

　けれぱな．らない。

2」税理士会広指牢税理キ等の氏争又1蛸称その他必要な事項を記載した名簿を備

　えなければならない。

（指定税理壬等の職責）’

第6条指定税理士等は、・本会及び税理士会の会則、瑚則その他の定あに従へ誠実

　にその職務を遂行しなければならない。

2　指定税理士等は、．税務援助に従事す亭に当たりく．税理士会の会員の業務を侵害す

　ることのないよう留意しなけれぱならない。

’（税務援助への協カ義務）

第6条の2　槻理土又は税理士法人ばその事務所に所属する税理士が行う税務捧助

　業務に理解を示し、’協カをしなければならない。

　（税務援助の実施方式）・

・第7条税務援助の実施方式は、次のとおりとする。

　（1）税務指導所方式税理士会が設けた税務援助を実施するための旛曼（以下「税

　　　務指導所」という竈）において指定税理士等が従事するものをいう。

　（25’協議派遣方式　国芦←く舛地芳公共由体又はこれらから紳税者を指導する事

　　　業を宰施するために挿助傘等の交付を受けている団体及びその他の団体で、未

　　　会若し＜は税理士会が指定する．団体（以下「団体等」と一いう。・）との協議に基づ

　　　き、指定税理士等を派遣して実施するものをいう。

　（3）　確定申告相談方式　所得税確定申告期において、税理士業務の杜会への対応

　　　性を考慮し、指定税理土等のみならず税畢士会の会員全員が従事して実施する．

　　　ものをいう。

（単独契約の禁止）

第8条税理士会の会員は、この規則の定めによらないで、前条第2号に規定する由

　体等から税務援助に関して委嘱を受けてはならない。

（委員会等の設置）

．．第9条’税理士会は、税務援助を実埴するため、部又は委員会を設けなけれぱならな

　’い。

（支部への委任〕

第10条　税理士会は、税務援助の実施に関し、その」部を支部に委任すること’ができ

　る。



．（細貝■」への委任）

’第11条　この規則に定めるもののほか、税務援助の実施の基準に関し必要な事項は、

　細貝1」で定めるp．

（規則の改廃）

第12条　この規貝1」を改廃しようとするときは、総会の議を経なければならない。

　　附　貝1j

1　こあ規貝1」は、昭和55年10月13目から施行する。

2　「公益団体等に対する稗理士の派遣に関する規貝■」」．ば廃止する。．．

3　第6条に規牢する施設に？いて1‡・当分の問・第5条の規定により選任された指

定税理士の税理士事務所を当該施設の一部とすること牟できるものとする。

　　附　則（平成元年3月23目）

1　この改正規定は、平成元年3月23目から施行する。
2　附貝1」第ゴ項中r琴6条に規定する」をr第7条第1号？」に、r鈷5条」をr第5

条第1項」・．に、「の一部とすることができるものとす季。」’を「とみなすことができ

る。」に改める。

3　当分の間、零細な法くで特別の事晴を有すると謡められる．ものは、第7条第2号

の規定に基づいて実施する国及び目本税務協会との協議派遣ヒ限り、これを小規模

零細納税者とみなナ。

　　附貝1j（平成2年‡月23目）

この改正規定は、平成2年1月23目から施行する。

　．附　則（平成13年10月18目）．．

この改正規定は、’平成14年4月ユ’目から施行する。



税務指導所の現状と今後ああり方について（報告〕（抜粋）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成9年6月5目

皿　税務指導所の現状について・

1・1税務指導所の現帯

　・現在税務指導所は、全国で388個所設置されており、各税理壬会・における設置状況に’

っいでは、①すべての支部に指等所を設直（2税連幸会｛65個所）．②一部の区域・期

問に限定して設置（9税理士会．319個赤）③表置していない（3税翠士会）と分類する．

二’と柵きる（但し・率京地始では哨の支部で自羊的に設置している）・・一な拭・税理

士従箏目薮は18，b74目、指導納税者数は63，．0’59名と在っている（平成7年度税務

．援助事績報告書）。

　指導所を設置して㌧）る税理士会は・実施要嶺を作成し、主として支部を中心に運営に当・＝

．・たっている。運営状況は概ね次のとおりである二

（1〕指導所の目的

　　小規模納税者に対する税理士会の自主的な指導件制の確立を目指し、税務援助施策の

’」．実現のたあの拠点と．して、指導所を設置する。・

（2）指導所め設・置の形態

　　税務指導所設曄の形態は、各会での歴史的な事情から、次のよう二に分類すること赤出

　来’る自

　①．設置している

　　』）すべての支部に設置…東京会・・名古屋会

　　b）一部の支部等に設置・」

　　　イ〕積極的に支部設置を．推進…東海会．

　　　・口）県会等の会館などに設置1・東北会

　　　ハ）・上記以外の設置…・…・・……関東信越会・近畿会・北海道会・・北陸会・

　　　　　　　　　　　　　　　　　中国会・四国会

　②他団体と提携して指導所を設置

　　　九州北部会でほ、税理士会・国税局・商工会議所（商工会）．の三者運営による「税

　　務相談所」が撃置’されてい亭。この税務㌍談所は含O年以上の歴史を持ち、」九州北

　　部会管内のすべての商工会の地域に設置きれ（平成9年・22」5’佃所）、活動してい

　　る。

・③設置していない…東京地方会．・’南九州会．・沖縄会

　設置していない3つの税理士会における『指導所」の業務に該当する施策は、支部組織

7．



　ρ中に小企業指導部等の名帯で組織化さ払指定された税理士が翰番で当たっ下いる邊’

　この場合指導対象者が1’隼限りで翌年以降に繰り越亭れないのが特徴セある。1．

　　撃置し亡いる．支部と設置していない支部と．の言羊紬についてばそれぞれ実癌調査を行っ

　ている（6頁以下参照）』

（3）一＝指．導対象者

　　税理士無関与の小規摸事業所得者およびこれに準ずる者で税理士会が必要と認める者

　として、弾カ的な取扱いを定ゆているところが多い曲

　　指導対象者の選定方捧．∵

　　①直接来所

　　②新規青色継続記帳指導

　　③白’税協の記帳指導

　　④税務署からめ紹介

　　⑤’白色記帳指導

．（4）．指導所あ業務・と報酬・’’・

　　①税務相．談

　　一②記帳指導

　　③申告指導

　　④記帳代行

　　⑥決算代行作成．

　　⑥納税申告書の作成奪

　　上記㊦・③は原早1」無隼⑤一⑥は低雫有料．（翻雛の概ね’0けの！ρ）．？ところ

　が多い』

（5）挿導期間　　　　．　　．　　　　．　　・　　一

　　原則・年由とし、そのをは自主申告または税理士の通常関与としているぺしかし・琴

㈲如年間を過ぎて牟卒業できない対率青も多く・止むを得ず指導に芯・じてい亭ケ］ス

も多・ある。．羊の結果・帯期甲の長期作・舶者の長期滞箪’と刎’・指導所の財攻や

　指導方法に大きな影響を与えている。

・’（6）指導所の財政’

　　指導所の蚊入・支出は次のようになってい乱

　　く坪入〉①亭主指導収入

　　　　　　②税理士会補助金’

　　　　　　③支部助成金

　　　＜支出〉①指定税理士謝金

　　　　　　②指導所人件費

　　　　　　③指導所舞費．

　　指導所の収入ば苧’主指導収入が50％から・75％前後とやて㌣それ以外は甲琴’

　士会キ支部からの助j戎金によって賄われている。．

8．



　・収支にづいては指導所の運営状況によづて区々であるが、一税理士会の助成によ’っ’て稚

・持運営されている状況は変わらない。・．

’なお、九州北部会は、他団体との提拷運営で彰り、税理±の役務提供の・みで。一税理士

会の財政負担がない点が注目・される。

．・・税務指輔を撃置←て・1る支部として1’ない支部との比較につ！’て

　当部では税務指導所の現状を把握するため、指導所を設置している支部としてい．ない支

部との比較を行なう二とをした。東京会は指導斎を全支部に設置し．ており．東京地方会は原

貝11として垢導所を設置していないとごろから、東京会と東京地方会の各’支部を抽出し、

それぞれ支部長・支部の税務援助対策部長など現場責任者から現状報告を受け∵．その結果

に基づき両者の比較検討を行らた（7寅参照）。

　両支部とも税務援助事業にはそれぞれ積極的に敢り組んでおり、．指導所運営以殊は税務’

援助事拳の取．り組みに大きな差異はみられなかった。

　両支部の税務指導所事業に関する比較め要点は次のとおりである。



東京会と．東京地方会の税務指導所事業に関わる比較’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（平成・9隼2月現在）

区分 東京会の支部． 東京地方会の支部．

税務指導所設置 有’． ．．無

支部会員数 2q睾名 17．8名

支部組織との関 ．税務経営指導’所運営綱則を定 支蔀組織に’担当蔀（’税務援助

係 め、運営委員会を設置し支部と 部、小企業指導部、・’学術研究部）

分離して運営している。 をおき、・支部事務局にて事業を

実施している。

指導の状況’． 尊任の事務局職員（2名）が記帳 ’継続＝記帳指導（会議所、日挽協等

指導・記帳代行を行っている（4 ．の業務）・．は小企業指導部（20
．8件）。． 名）が分捜して実施する直．記帳

代行は行っていない。

税務指導所およ 税務経営指導所の予算決算報告 ・支部予算の中セ処理する。

．び税務援助関係 を支部会計と剖に報告承認を受 指導謝金は税理士個人へ直接入’
予算について・ け下｝・1乱．’（収入のラち） 金する；．

て支部予鼻）’

．自主指導収入　　　3，725千円． ’小企業指導部　　　1’350千円’

税理士会助成金　　1，440千円一

支部助成金　　　　　504千円
」主な相違点＝＝ ①記帳指導の専任織員．がいる’ ①菜部組織の中に相・談部、小企

（2名）。 ．業指導部をおき、小企業指導
②本会が助成金（午間．144万円）． 部が継続記帳指導等の業務を

を支出している。 行っ亡いる（税理士20名参．

③当初．200件以上の指導対象者 加）。．

を抱えていたが、会貞に引き ．②指導対象者（カード）は1年限

受けでもらうなどして縮小し りで返却し、翌年へ引継がな
てき’ている（現在48件〕。 レ、。

④指導期剛章2年。

．東京会の支部にあ？ては、≡．指導即ま別組織となっていろ牟．め、丁般会員の指導に従事す

る千担畔苓いと考えられるが・かわヲーこ税理士会お岬支郡の助成金讐の支出が必要と

なつている。

東京地方会の支部にあっては・坤秤織州9』・傘業牢導部をやき・希望する税理キ

が担当して継続記帳等の一連の指導を税理士事義所で行っている。担当者の割当て、また

指導終了後の報酬の支給等、業務が多．〈なっており、支部担当役員の負担が増カoしている

状況である。

　指導所を設置していち場合も設置していない場合も、．それぞれに問題を抱えており、．現

状を改善していく必要があるものと思われる。
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一

税務指導所方式に関する実施状況

（平成9’年5月実施）

’ユ．形態別設置薮（単位：箇所〕 ．2、雄設所有　　　　（単位1箇所）． 3．業務内容 4．常勤従事員配置支部数 5．遼営資金讐　　（単位’箇所〕

税　裏　士 職　　員
税理士会・支部　助成金 団体等の　　金

謝金・・報酬等

①税理士会・　　苦 ②他団体
③合計 ①税理士会 ②韻同組合

③提携団体’虹

④借上 ⑤その他 有 無 有 無 有．． ’無 有
佃・’’，｝

宥 無

北海道 5 5 i 4 イ’㌧↑
’1 ．．4 宕 5 O 1 4 3 2

イ、べ二卜・’雌甲期援助〕’・ 一

東　　北
珪遍，

7 7・ ・．1’ ．壱 3 4 6 ≡1 ’7 7 7

関．東信越 26 26 2 4 ・20
々～ト．

2自 15 H 26 26

東’京 48 4自

（支部〕　48

イ～、ト．’ 48 48 4白

東京地方 1 2 ．3 ．3
イ’～ハ

，13・
一’1　　3’ ’■

’1 3 3

東　．海 16 I6 ’3
ユ

12 イ～へ一’ 16 16 16 16

名．古
｛支部〕 ㈱行蕪償〕

17 ユ7 3 10 ・4
イ～へ 2 15 14 13 17 17 12 ’5

近　　畿 17 2 19 4 2 5 8 イ～へ o I9 10 ・o 19 ’2

北’’ 7 7 4 12 ’i
イ㍗P、’へ． 7 ’7 7 7 7

．中　　’国
’1三 I1 I

1二＝’10

イ㌻へ 11 10 1 1工 11

四∵国 4 4 ’4 イ 4 ’’4 4 4 4

九州北部 ㌦25 225 225 イ～へ 17 208 225

南九州
鉦義指導所の設置はない；

一

沖 税務指導所の設置はないo

含　　計 159　229’388 69 17 合 66 230 イo2〕、口（lo〕、ハ（9〕、二⑨、ホ｛筥）、へ（9）、ト（ヨ）

．85 303 350 36
工63 ρ 3 84 33 2I



旨

、孤⊥』｛冗上ヨ…⊥云’日□1

税理土従事目数（延目数〕 指導納税者数（実数〕

会　　員平ユ5，3．3工現在税務指．導所・　　　　、

確定申’告相談 無料税務相』 合．’．計
税葎’指導町　」

確定申告相談 無料税務相言 合　　　計

東　　　　京 17，590 ．11，058・O 6，699．O ！，214．5 18，971．5 25，O06 97，278 写O，741 153．O孝5

東京地方 4，295 4，695．O 3，424．0 248．O 8，367．0 9，39・3 千g・227 2，265 60，885

千　葉　．県 2－221 2，6！9．5 1，075，O 185．0 3，879，5 6，7？5 29，138 2，31亀 38，・231’

関東信．越 ．6，872 8，！31，8 8，847．O 9，092．5 26，071．3 67，「806 ’132，亨07
849 乞01，162

近’　　畿 12，679 25，667．．5 ．14，045・O 337．5 40，C50．0 59，695 2’14，8寧3 3，560 278，138

北　海’道 2，O03 2，062．O 2，868．O 455，O 5，385．O 12，887 37，610 1，797・ 52，294

東　　　北 2，67睾 2，656，5 2，267，O 1，340．O ・6，26芦・5 44，488 22，208 3，638 70，334

名　　古　　屋 3，750 4，952．5 2，362－O 273．O 7，587．5 12≒651 28，242 1，296 ’42，189

京　　　　海 3．，821 6，963．O 2，928．O 31．O 9，922．O 24，790 42，607
584 67，981．

北　　　　陸 1，274 1，888．O ！，3！0．．O 65．O 3，263．O 7，982 16，340 4βO 24，782

中’　　　国 3，O01 ’4，696．O 4，499．O 672，O 9・867－g ．・10・794 63，022 5，681 79，497

四　　．二’国 1，538 ’2，153．O 工，281，O 6’18．O 4，052，O 15，529 14，616 1，12！ 31，266

九州北∴部 2，738 9・，068．O ・41044，0 27．O ユ3，！39，O 44，452 67，258 110 111，820

南　」九’州 1，899 ！，721・O 1，836．O 2，612，0 6，169．0 26，512 25，043
957

・52j5！2

沖　’　　縄
321

63．O ．419．O 46．O 528．O
362 4，330

545 ．5，2章7

合’　　言十 ．66，674 弓8，394・8 57，904．O ．’17，邸、5 ．1台3，515．3 ．369，122 844，309 55，922 1，269，353

対前年比増減 1．4％ 一6．1％ 一3．1％ ．一5．9％ 一5．O％ 一5．7％ 二1．3％ ’一1，1％ 一2．6％

税務援助等事績（平14．4；1’～1．5．3．31）

（表1）税理士会合言十



（表2〕税務指導所方式および協議派遺方式による税務援助（いわゆる自色記帳指導分を除く〕

ご

ユ税務指導所方式 2協議派遣方式
（1〕指導所（常設〕税理士従事目数指箏納税者数 （2〕相諌所等（定期・臨時〕税理士華事目数　指導納税者数・ （1〕目本税務協会（税務署〕税珪士従事目数指導納税者数 （2痛工会議所税理士華事目数

指導納税者数

（3〕商工会税理士従事日数

指導納税者鉦

東　　　　京 ユ，367．O ！，103 143．5 ’1｛025 3，624．O 3，725 2，244．O 21；44 150．0
26

東京．地方 ’O．O
ρ 36．O

17
2，366．0

816 ・1，00p・P 833’ 209．O
845

千　　葉　　」県 b．O O 54，O 205
1，436，O ！1362 204．O 900． 198．5 1，795

関東信越 770．O
王，3自2 221．5 1，626 3，029，3 9，548 930．O

！王，6も！
阜，105－5 25145

近　　．　畿 ！，285．O 1，48！
■ ．　■ 13，103．5 ．9，347 5，869．5 4；417 777．5 章，382

北　　海・道 332．O
46

11，0
58

1，266．O
914

55．O 2，144’ 242．0 6，371

東　　’北 889．O 85Q
■ 凹 一 ■ 356．5 ．8，26！． ！，ユ61．O 25，994

名　古　屋 1，889，O 1，305 1 ’ 1，537．O 2，657 623，O 2，873 637．5 4，135

東’　　　海 2，1！2．b ！，O03 O．O O ！，984，O 4，752． ’1，797．O 1王，60q （2）商工会議所に含む

北　　．陸 一 一 31；O
174 ！，234．O ．ユ，016 ユ43．O 974

’404．O ’4，752

中　　．宙 ！，219．O 843 47’．O 224
2，245．O 2，101 7’83．O 2，027 142．O 3，877

西　　　国 185．O
213 9．O 56

806．O ’598 400．O 5，241 695，O 9，172

九州．北．部 一　　　’

■ 76．O
300 斗・69軍・O 1，752 7，300．O 42，400 （2〕商工会議所に含む

南’九’∵州
一 ■ 一 ■

O．O o 232，0 3，i10 853．O 12，898

沖　　　　縄 ■ 一 ■ ’ 20．O
20 5．O 4！ 37．O

278

合　　．言十 ！0，048．O 8，226．C 6署g．O 3，685．q 34，34睾．8． 3宮，608 2！，95！．O 98，732 7，612・ρ 104，270

（注）東海・九州北部2一て2）は、（3｝の事績を含む。



H
山

（苫〕青色申告会・納税協会等税理士従事目数指導納税者数 く5〕法人会税理士従事日数

指導納税者撃

（6〕地方公共団体税理士従事目数’指導納税者数 （7）その伸（農協・金融機関等〕税理士従毒自勢指導納税者数． 　　　　．計｛1＋2〕．税理士従事目数指導納税者数

563．O 3，580 810．O ・’9，244 1，579．5 皇，931． 577，O 1，1睾8 、11，058．q 25，O06

’434，O 2，869 ！8！．O’ ！，463 373．0 2，320 87．O
230 ’4，695．ρ 9，393

158．O 780
177．O 1，034 181．O

3CO 211．C 3冒g 2，6！9．5 6，775

905．O 13，535 ！2．O 30C
45．O

788 113．5
31221 8，1亨1・8 67，806

皇，329．O 34，797
一 一 303．O 1，271 一 一 25I667．5 59，695

109．O ・3，！70 O．O・ O 35．O
60

12．O
124 ’2，’062，O ！2，887

ユ54．O 6，473・
■ ■ ’ 一 96，0 2，910 2，656，5 ’44，488

221．O 1，480 一 一 39．O
186 6．O 1’5

4，952，5 ！2，651

762．O 6，295 55．O 25・ 70．O
352

183．O
757 ．6，963，O 2壬，790

65，O
627

4．O
72 ・O．O O 7．O

367 ！，888．O
71982

64，O 1，1如 O，0 O 54，O
86 ユ42．O 49！ 4，696．O 1O，794

4．O 王O 6，0． ・5 O．O O 48．O ’’234 2，！53．0 15，529

一 ’ ■ 一 ’ 一 ■ 一 9，068．O 44，452

5て4－O g千538 O．O O 12，O
145

50．0 82！ 1，721．O 26’512

1．0’ 23
一 一 ■　． ■ 一 ■ 63，O

362

8，343．σ 84㌧322 1，245．O’ 12，143 2，691．5 8，439 1，532．5 ！0，697 88，394．8 369，1身2



一

表3〕確定申告孝眉談方式による税務相談

3！確定申告相談方式

（1〕’無料相談 （2〕有料相談．・
（3〕給与峰金所得の還付申’　告者の集合指導 言十

暑内コーナ＝ 署外相群所

税理士従事日数 指導納税者数 弾理士従事目数 指導納税者数 税理士従事目数 ．指’導納税者数 税理士従事弓数 指導納税者数 税理士従事目数 指導納税茸数

東　　　　京 704．5 ！7，152 5，622．5 74，973 27．O ’6 345．O 5，147 6，699．O 97，27自

東京地方 ’O．O 0 2，892．O ．4！，737 67．O
225 465．．O 7，265 3，424，O 49，227

千　　葉　　県 24．O
78

1，O03．O 24，406 昇・O 1 46．O 4，653 1，075，O 29，13弓

関’東信越 1，430．0 17，140 3，105．O 37，！08 7，O 30 4j305．O 78，229 ’8，8皇7．O 13皇，507．

近　　　　畿 ■ 一 14，045・9 214，883 ■ ’
曙外相談馴≡含む〕 曙外相談所に含む〕 14，O在5．O 214，883

非　海　道 675．O 1，699 2，123．O 35，542
5510

！07 15．0
262

2，868．O 37，610

東’　．’北 60ユ、b 4，952 ユ，6ユ7．O ユ6，820 一 ’ 49．O
436

2，267．O 22，208

名　．古　屋 ■ ■
2，！09．O 24，！54 ■ 一

253．O’ 4，088 2，362・9 28，242

東　　　　海 9！．C ・1，461 2，624．O 37』836 205．O 2，357 8．O
953

2，928．O 42．607

北　　　　陸 339，0 3，P50 449．O 5，789 一 一
52皇、O 7，501 ．’1，310．O 16，3争O

中　　　　国 3，340．O 45，260 1，！59．O ！7，762 ■
■　　　’

一 一 4．49910 63，022

四’　・’1∴国 768．O 8，683 ’4！9．0 千，870 16．O
76 78二0 987 ユ，281．O 14，6ユ6

九州北’蔀 4，030．O 67，195 署内コーナーに含む ．．14，O 63．
山 ’ 4．0441P 67，258

南　　九　・州 ！，433．O ！g，364’ 6．O 78
■　　’

’ 397．0 5，60！． 1，836，q 25，043

沖　　　　縄 246．．O 3，222 76，O
549

一　　　　’

■ 97．O
559

419．O 4，330

合　　　　計 13，681．5 189，256 ．37，249，5 5芦6，50〒 393．O 2，865 6，580．b 115，681 ’57，904一ρ ．寧44，309

（注〕九州北部の3一（1）は署外拝談所の事績を含む。



宗

（表4〕無料税務 相談

4無料税務相談’

（1〕税理±記念目 （2〕税を紬週間 （3〕その他 計

紐士鱒白数 指導納税者数 槻理士従事目数 指導納税者数 税理士従事目数’ 指導納税者数 税理士従奉目撃 指導納税者数

東　　京 302．O 2，951 496．5 2；680 4！6’．O 25，110 1，214．5 30，741

東京’地’方 6！、O ・877 167．O． 1，342 20．0
46 248．O 2，265

千　葉’県 69．O 1，649 112，O
608 4．O． 6！ 185．O 2，318

関東信越 5，547．O
185

3，353，O
305 ！92．5 9，O白2．5

近　　　畿 8’1〒O 1，068 193．O 1．577 63．5
915

337．5 亨，560

北　海　道 227．0 660 147．O
325 8’1．O 812 455．0 ’1，797

東　　　北 678，O 1，792 350．O
283 312．C 1，563 ！，340．O ．．3，638

老古’屋 233．O 1，C14 26．O
127

14．C
155 273．O 1，296

東．　．海 10．0
206 ！7．O 292 4．O

86 ⇒．1．O 584

北　．陸 39．0 ．291 26，O 王69 O．O o 65．O
460

中・・’」国 466．O 5，2皇3 206，0
448 0，O O 672．0 5，681

四　　．国 446．O ’310 108．O ！58 ・64．O 653 618．0 ・1，121

九州・北∴部 ユ1．O 75
16．O

35
■　　　　．

一 27．O
110

南九・・．州 6王5．O 800 ’！，997．O ．157 O．O O． 2，612．O
957

沖　　縄 26．O
450

20．q
95

■　　　一 ’ 46．O
545

合　　　計
8，8！ユ．O

’！7，561 7，234．5 8，601 ！，17！．O 29，760 ’17，216．5
551922



；

（表5〕指導・納耳 者数とその所得階層区分

税務指導所方式およぴ協議派遺方式． 確定申告相談方式・

指導納税者薮
左のうち事業所得者と所得階眉区分

指導納税者数

左のうち事業所得者と所得階層区分’

300万円以下 300万向超 計 300万円以下 300万円超
計’

東　　．京 25，006 2，！51 372 14，744 97，278 O O O

東京地方 9，393 1，5暑8 ’260 ！，788 ．49，227 ．3，051 521
3，572

千　葉　県 6，775 ’1，425 46’1 2，491 29，138 673 111
78壬

関東信越 67，806 44，496 23，190 67，686 132，507 5，O03 2，！44 7，147

近　　　　畿 膏9，6臼5 42，90！ 8，468 51，369 229，034 2弓，541 8，682 37，223

北　　海　　道 12’887 7，570 4，63ρ 12；200 3字，610 83 28
111．

東．　　’北 44，488 36，037 7，60！ 43，638 22，208 ！，752 339
2，091

名　　古　屋 12；651 10・9苧3 1，141 i2，104 28ヨ242 2，818
679

3，497

東　　　　海 24，790 早4，346 5，’2！0 19，556 42，607 7，019 1，330 8，349

北．　　’陸 7，982 5，8亨6 735
6，591 ’1．阜，340 1，252 282 ．1，534

中　　　　国 10，794 6，96！ ！，286 8・2千7 6阜，ρ22 12，390・ 3，1ρ6 15，556

四　　　’国 15，529 12，30自 2，286 ！壬，594 ．14，616 1，548
250 ．1，798

九州’・牝「・「都 44，452 38，405 ’！1，200 44，160 67，258 2，55！・ 217・ 2二768

南　九　州 26，5’12 2i，409 5，030 26，439 25，043 1，086
126

1・，212

沖　　　　縄 362
’　　．

■
362

4，330 47．1
89 5的

合・　　．．計 369，岬 246，3阜6 71，870 ・325，96p 858，皇gO 68，238 17，964 86，202

（表5〕指導納耳者数とその所得階層区分

※東京、東京地方1指導納税者数めうち、事業所得者と所得嬉層区分ρ言十に区分木明分を含む。



’消費税に関する税務指導事績（平14．4．1…平15．3．31〕’

．崖

1，税務指導所方式 全．協議派遣方式 3．確定申告相談方式・ 合計
磁務書類作成 税務相談 税務書類作’ 税務相談．． 税務書麺作’ 税務相談 税務書類作’ 税務相談．

東　　’京 O 2 ．42 ！2 在
17 ．46

31

東京地方 O O ’134 21 17 87 151 108

千　葉．県 0 O 11 186 0 O ！！ 186

関東信越 O O ’工，992 572 ．9 ち 2，O0！ 578

症　．畿 ・O ．36 o 1，840 54阜 ’368
549

2，244

北’海一道 2 5 310 ’45 O O 312・
50

東　　　北 二〇 14
3，941

45q 303 5！’ 4，244 5！5

名　古．屋 ！78 12 952
．279

20 ！1 1，1．50 302

東　　海 0 0 396 526 2 O 398 526

北　　　陸 o 0 219 皇36 ユ3・ 23 署32
259

中　　　国
44 4！ 338

2ρ6
906 223 1，288

470

四　　　国 O 17
1，037

268 42 18 1，0アg ．303

九州北部
O O ’C 574 ’49 ち1 49 625

南九二1州 O q 41121 578 14 5 4，135
583

沖　　．縄 O O 1O． ’85 ．24 ’．40 34． 125

合　．　計
224 ’127 131593 5，878 ’’1，952 900 15干679 6，905



税金’なんでも相談室運．営要領・・陳京禅理土会）

平成．8年　5月．ユ’1白制定’

平成9年8月　7同改正
平成1，4年　6月’5周改正

1．設置及び対象者

　納税者からああらゆる観の相談に無料で応じ咋め・税務指導雌部内に．岬金’’

在々でも相談室」を設置する二相談は、．原則として電話で行う。

．2．祖談．担当者
　　税理士会員め中から会報による公募を行い、税務指導寿策部で依頼する。

3．・’運　　営．

　相談牢毎月第’1・第3卒曜’目g午後’1時から午後4時までとチ乱挽務挿導対策

部長は、年末年始又は夏期の」定期間など、．必華に応じ相談を休止することがセきる。

今一湘碑要．領．
（1）相談員は、∵棺談受付票に相談者の民名、住所（法人にあっては二．会杜名及び納税地

　並びに柏談宇受ける者の当該法人仁おけ＝る担当苛？職務）圭たは二．電話番号を軍載

　　レなければならなへただし、押談者が匿名を希畢したときは二こあ限りではない。

②相談員は・碑受付票に相談内容宇識し・蹄鱒対策部長に報牡幸けれ苧

　ならない。

5．運営裏領の改正

　．この運営要領の改正は、税務指導対策部会め議を経て行う。．

　　　　　　附　　　則
この運営琴領は、．幸成　8年5月22目細定す乱

　　　　　　’附　　　則

この運営要領は、．平成’9年8月　プ目から施行する。

　　　　　　附　　　　則　（平成’14年6月5同改正）

．二の改正規定は、平成1’4年6月　5肩から施行する。．’
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平師4年分「税金なんでも相談室4相談事績

　　．（平成1　4年1’月’｛1’2月．）
相　談　あ　リ　　　　　税務援助対策部

所得税譲渡 相続・ 相談 相談 電話悶合

相談日法人税 一般 所得税 贈与税 肖費税地価税地方税その他 項目数 件数・ せ件数

月16日
4 7 い

23 23

2月61ヨ m ’5 8 1 1 3 28 34 34

13日 1 1 2 15 15

20日 12・ ．1 ラ 1 21
．13 13

．27日 6 1 2 ’9 ．11 11

5月6目 1 7 2 8 1 1 20 18 ・8

13日 1 4 1 1 1 8 8 9

201ヨ 2
一’■■■1一一’‘1

　　3’　一一111・一

一　1　‘　’　‘　・　・　’

　　1．一　1　I　■　l　1　■　’

1　　1　　■　　一　　■　　一　　1
’・‘1」．・1

　　1．　一　1　1　一　■　一 　　11　1　　■　I　1　■　　‘ 　　81　’　’　．　1　… 　　8．　・　・　．　．　・　．　・ 　　20．　　．　　一　‘　‘　一　1　I

1－3小計

“一「1　1　一　一　1　1　．　1

　　471　　一　’　1　1　1　1　1 　　10■　一’1　一　■　一11 　351　－　1　1　1　一　■　■ 　　1．　‘　‘　　・　・　一　一 　　1一　一　一　1　■　一　I　1 　　21　　■　　一　‘　’　・　一 　　7‘1一二一一一 107 ’130
一■1■1．一1■ 一　　1　　I　　■　　I　　l　　■　　1

　133■　　1　　－　　1　　1　　1　　1　　■

’’‘．I・・．一1一

・4月3冒 3 1 1 5 5 27

ηI≡1 2 1 2 1 1 3 10 1o ’15

5月．1目 5 3 3 11 9 ’11

15日 3 4 2 1 10 9 26

6月5日
’1 1 1 1 4 4 27

’19Iヨ 1 2 ．1 2 1 ’7 7 12

フ月3El ’2 1 ．1 4 8 7 12

　17目一一　一一　一一一　■　■■ 3 　　1一　一■　■一　’■　’ 1． 5
■　■■　■　■　■■’ 一　一　一　■　一　■　一 ■一一’一・一■ 一　一　一　一　一　■　一 ■1一■　1一　一 ■一’一’〒’’

　　4’一一一’一一’ 　　13一　‘　一　一　1　一　一　一

一　■　L　■　■　’　’ 一「1■■■一一

8．月 休室 ’　’　一　一　■　■　一　一 1　一　一　■　■　1　■　一 1　’　’■’　一一 ■　一一一一■一　1 ■　■1　一　‘一　■ 1　一　一　一　一　一　一

　　’o一　一　■　■　■　一　一　■

■　一　一　一　一　一　一　■
一　一　■　一　一　■　一　一 1■　■一　一　’　’　’

■一’・「’’’一一 一　一　一　一　一　一　■

9月佃 1 4 1 9 ’1 16 14 57

i8’日 1 3 1 5 1 11 ’11 13

10月2日 ．2 ’4 5 3 14 12 12

16日 2 2 3 1 8 8 9

11月6日 2 ．2 ’2 7 13 11 25

主O日 2 6 1 ウ 16 13 14

12崩日 3 4 7 7 15

18日
　　1‘　．　　‘　・　一　一　一 　　21－I1’11‘1 2 3 2 　　101　‘　l　　1　1　　1　・

8　　13
1　■　1　1　　一　一　‘ ■　1　1　1　■　　1　’ 1　1　■11一　一 1　1　‘　一　■1　1 ’　　1　　1　　1　　1　　－　　1 l　l　l一■1，

’’‘1’．■‘‘
■一■　一1　■1　‘．1

‘　．　　一　一　■　　一　1　1

4－12小計
19 44 15 58 1 o 3 15 155

139　　301

含　計
23 ・91 25 93 2 1 5 22　　　262　　　269　　　434

・日鍛

・16

　9

4月…12月

平成14年度事績（Hl

　’19　　44　　15

　　2　　46　　　8

441～
　　58

　　31’

5．3．31

　　1

　　2

15

262

155 139 301

1．142

1．165

1．199

1，214’

1，22フ

1．23寧

1．246

1．255

1，275’・

1，302’

1．317

1．328

1．354

1．381

11393

1．405

1．418

　1，475

　．．1，488’

　1’．500

　1，5b9

’1．534

　1．548

　1．563

　1，576

1月｝3月

434

25 含’計 21 90　　23 ’89 24

101

256

91

230

132

433

担当硯理士敦

　　　32

　　　18

50

20



平成15年分「税金なんで毛相談室」相談事績

　　（．平成15年1月．～12月．）
蔓 複 相　談． あ　り　　　　税務援助対策部

相譲日 法人税

所得税一般・ 譲渡所縁税 相続・贈与税

消費税 地価税 地方税 その他

相談壌目数 ．相談件数
壼話悶台せ件数

1月15’日’ 1 5 ・2 7 15 13 24

29日 1 3 4 4 17

2月5日
15 1 7 2 25 21 14

12日1 4 2 6 6 20

191ヨ 7 1 4 1 13 12 11

261ヨ ．2 1 3 3 12

．3月5日 ’10 1 4 1 1 ’3 20 」17 4

1蛆 3 5 1 3 12 12 20

1　●●　一■　■1　－　　01711．1．’ ．■　1　1　■　l　1　1　　9．■■「一．l　I　　．3

16’白 4 6 1 ・1 2 14 ’12 15

5月7目 1 1 ・2 1 ’5 5 14

211≡1
’1

．・2 6 1 10 ’8
1、・

’6月4El 0 一η60

18目
’o．

・O

7月2目 O O

一　■■■　■　’　’　一一一　■一■　11　1 ’　一　一　一　■　一　■　■■　一　■一　’’　一　一 一　一’　一　一　’　一一一　一一　1　■　■　1　一 ■　1　■　■　■　■　■一　一　一　一　一　一　一 ■　一　’　一　一　一　一　一一　一1　■　■　一一　■ ■　一　一　一　一　一　一■■　‘’’　一　． 一，■1一一，一’一一一■， 一一一一一’一■　一一　■　■　■一

　　O一一一一■一■＝’’「一一’一一　　〇

17日 O O

10月1日 O o
15El ’0 o

11月5日 0 o

19日 o o

12月3日 0 O
　1ブ日1　，　1　1　1　　■　■　一　．　　一4－1を小計

1■1－I－1■　　3 一　　’　　．　　1　　1　　一　　’　　一　　8 一11111－1　’　　6 、　■　’　　■　1　1　1　1　　11 一　　I　　1　　1　　1　　■　　1　　1 ・1「一r’〒’　　O 1－11一，■　　’2 1　　■　I　　■　1　1　■　　I　　5

　　01　．　1　‘　　1　■　‘　　一　　36

一　一　　一　1　一　一　1　‘　　32

　　o1　　1　　－　　1　　－　　1　　I　　一’一1576

合　計 5 ・54 14 42 3 O 5 14 137 ・1．23 一1444

15フ6

1600

1617

1631

1651

1662

1674

167♂

1698

1708

1720

1735

η49

η60

274

日餓 平成15年度事績（トl1541～

16

16

4月一12同

1月一3月

合　　計

10． 108 28

．0　　　0

’1o 108 28

84

．84

6；3．31 撞当硯理±軸

1’O

10

28

28

’274

274

246

246

一3020

一3020

32

32

’2ユ



平成15年7月23．日’

全国社会保険労務±会連合会

社会保険労務士に’よる司法サービスと今後の活動について

’1一我国の全率業裸模企業g99．3％は、中小企業であり、そのうちの73％カミ

　20人以下の規模のいわゆる零細企業である。

　　社会保険労務士は、主にこれら中小零細企業を顧問先事業所として’いる。

　　申小零細企業の事業主やそこに働いている人達は、人事、労務皆理、杜会

　保険等に関し、’様々な問題を抱えているのが現状であり、杜会保陣労務士は、

　これらの問題に的確に対応するため、裁判外紛争処理（ADR）’制度の拡大と

併せて、’司法アクセズポイントの拡充の必要性を痛切に感じているところで

　ある。

2．貴推進本部では、菌民が利用しやす㌣洞法制度g構築のため、．．鋭意検討を

行っておられるところであるが、一般的にはまだまだ国民の多くは、紛争が

発生してもどこへ、どのよ引…対処してよいかその方法がよく々か亭ないの

が実情であ乱その意味からも国民の司法アクセスをいかに容易にするかが

大きな課題である。

3。当連合会と．して1ヰ、労働問題、労働社会保険に関する分野での司法サービ．

スの要請の高まりに対して、特に、昨今、増加している個別労働関係紛争あ

円滑な解決を目指し、47都道府県全ての杜会保険労務士会に「総合労働相談

’所」を開設し、労働商題奪について法律相談の活動等を通しで応えていると

ころである。

　寄茸られ牟相談の件数は、既に昨年一年で約1，600件に上っており、国民．
の身近なナクセスポイントと’なうている。

　　　　　g総合労揮相談所における総相談件数．　．・　　　↓，575件

　　　　　　（解雇問題　　．　　　　　’’　　　　　’　19．6％）

　　　　　　（賃金・退職金間題等　　　　　　　。　　　　　・1’王．4％）’

　　　　　　（労働条件問題　　・　．　　　　　　　、　　　　1ρ．2％）．

　　　　　＜全国社会保険労務士会連合会調査（平成15年4月までの実績）＞



’’また、都道府県の社会保険労務士会においては、地方自治体と密接に連携

を図り、労働問題や年金問題等、いわゆる労働社会保険諸法令の全般にっい

ての法律相談を行う等、その活動を頻繁に実施しているのである。・

　さらに、．毎年。各都道府県において、弁護士等他士業と共同で無料相談を

実施すると’ともに、各都道府県の社会保険労務士会では、毎年10月に社会保．

陣労務キ制度推進月間．として、各地の駅前等交通アク羊スのよい場研等で労

・働閥題や年傘問題等の無料法律相談を実施しでいる二

千・当連合会としては・国民の司法アクセスの向キのために・弁護±及び隣接’

捧偉専門職種等g曳間活力が幅広≦活用される仕秤みの司法アクセスポイン

　トを全国的に拡充し、∵国民の多様な二一ズに的確1亨対応できるようにするこ

．との重要性に鑑み、我々社会保険労務士としてもその活動を更に充実させ丁

申法アクセスポイン’トg一翼を担？て行く研存である。

　　また、今後、司法アクセスポイントが整降拡充さ’れる’ことにょらて二官

．曳協揮による司法ネットの構築が図られたり・・’これに梓う司法ネ’ツトの機能

　を担う中核的な組織の設置等の措置が講じら’れるととに対して、相互の提携

．や業務協力等を行うなど、積極的に対応レてまいりたいと考えている二



都道府県別藷合労働相談所主要相談内容

一　　口　　　　■」　　　　1　　　一　　洲　　　　　丁　　　’　』　　　　　　肺　』　　’ポ6■　’

相談事例の内訳

総相談件数　解雇問題 労働条件問題 賃金・退幟金問題 その他
北海道 10 ニヨ 7
青森 3 1・ 2
岩手 15（14） ・3．（2） 4（4）・ 8｛8〕

宮城 7（1〕 3・ 3 1（1）

秋田 6 2 2 1 1
山形 15 5 1 9
福島 0」

茨城 7（7〕 3〔3） 3（3） 1（1）

栃木 73（43） 6（6） 4（4） 63（33〕

群馬 、o

埼玉 54 16 4 12 22

干葉 37 9 5 9・ 14

東昂 251 72 30
61’ 88

神奈川 49 25 11
13．

新潟 o
富山 12 4 3 1 4
石川 133 43 36

．54

福井 1・62’ 23 42 97

山梨 6（6） 2（2） 1〔1） 2（2） 1（1〕

長野 8 5 1 2
岐阜 7（7〕 2（2） 2（2〕 3（3〕

静岡 8（5） ’2 ．3’（2） 3（3）

愛知 84 6 17 61

二重 14（13） 4〔3） 2（2） 8（8）

滋賀 4（2）・
1’

3（2）

泉都 97 8 2 3 84

大阪 353
，32

26 295

兵庫 57（51） 3（2） 2（2）’ 52（47）

奈良 6（6〕 2（2）’’ 1（1） 1（1） 2（2〕

和歌山 o
鳥取 10〔10） 2（2） 2（2） 1（1） 5（5〕

島根 o
岡山 11（6） ・3（1） 1 7（5）

広島 9（6〕 3（2） 5（3〕 1（1〕

山口 ’24（皇4） 7（7） ．6（6） 11（川
徳島 8（2） 2（1） 3 3（1）

香川 5（4）’ 2（1） ’1（1） 2（2）

局知 7（5） 1 1 2（2） 3（3）

福岡 o
佐賀 ．o

長崎 0・

熊本 7（2〕 3｛1） 2｛1〕・ 2
大分 2（2） 1（1） 1（1）

宮崎 、8（2〕 5（1） 3（1）

鹿児島 3（2．〕 1 2（2）

i

■1

3’ 1 1 1．

■』＝口目

1575（221〕 309：34） 州（21） 180（26） 925（140）
、・ノ’■」　　　　一』一一＿カ田‘十 」止山※（カッコ内は解決に至った件数）

（開設時から平成r5年4月1日までの累計）



地方公共・自治体における相談等の活動状況1二ついて

（平成r5年6月調査〕

実施自治体数 月1回朱満 ’月1回 月2回以上
北：道 2’ 1 1
青森． 17 16． 1
岩手 5 3 1 1
宮城

’1
1’

秋田 1 1
山形 4 4
福島 1・・ 1・

茨城’ なし’

栃 2 1 1
群馬 ’1 1
埼玉 19 1． 10 8
・干葉 6　． 1 3 2
東京 ’28 5 16 ’7

奈川 7 2 2’ 3
折潟・ 4 2 2．

富山’ 1 1・

石川・ 2 ’1 1
福井

’1・・ 1
山梨 ．なし

長 2 2
岐阜 2 1 1
静岡 4 1 1 2
愛知 なし

＝重 10 10

滋賀 1 1
京都 なし

大阪 17 2 13 2
兵庫 2 2
奈良 1 1

和歌山 3 1 ’2

．．．級 なし

島根 なし

岡山 2 1 1．

広島 7 6 1
山口 なし

徳島 なし

香川 なし

愛媛 なし

高知 なし’

福岡 なし

佐賀 2 2
長崎 1 1
熊本． なし。・・

大分 1・ 1
禽崎’’ なし

鹿児島 なし
：

一

1 1
合計 158 58 50 50



参．考

○牽京都社会保険労務土会の「総合労務相談室」の実施状況

　　平成14年4月から平成ユ5年3月

平成14年度細合労務相談室実施実績表

5月 6月’ フ月　呂月 9月 1O月 l1月 12月 ．「月 2月　彗月 合計

相　談　事項
男女 男 ．女 男 女 男 女男 女 男 女 男女

百≡苅

女 男女 男 女 男 女 男女 男女

①就業蜆則・労働契約 1 1 2 1 1　ユ’ 2 1 1 ユ 3 1 12一

②人事・配置転換・出向等 1 1 1 ヨ　o

③セクハラ等均等待遇
2 ・・1 1 o．4

④賃金・割±曽賃金・退織金等 3　1 1 ： 1 2 12 3 2 1 126

⑤労働時間・休目・休暇 ユ
、 1 ユ　1

⑥退職・解雇 2 3 2 ユ 3 1 ユ　： 2 3　1 ’1 1 目 1　2
235

⑦懲戒処分・損客賠償 ユ 1　0

⑧安全衛生・．労災事故’’労災補横 王’ 1 1 1 2 2 8　0

⑨雇用保険・助成金 1 1 I． 1　2

⑪杜会保険・年金 ユ 2 1 1　2
1 7　1

新規設立 o　o

倒産と’労務　　　「 o　o

⑪その他 労働組合 1 1o

職場環境 ユ
・ユ．o

そ　の　他 2 1 1 ＝ヨ 1 2　1 3 1 132

男　女　別　合　計 102 9 2 10 2 4 5　8
b． 3 1 6　2 4 ユ 6　5 8 王 1ユ 2’ ｛　2 昌325

総　　　合　　計
12 l1 12 o 8 ’4’ 呂 5 ］1 9 13　　6 10呂

網　談’者　分　類 4月　5月　日月 フ月 冒月　　9月　10月　1r．月 12月 1月　2月　3月 合計

m従業員・’社鼻・ 7　　7　　S
7 7　　2　　6　　2

8 5　　11　　4
74

②事業幸・会社・ 5　　4　’．・1 2 1　・2’　1　　2
1 ’2　　2　　2

2s

③杜会保険労務士 l　　1
2 2 直

④その他　　　総　　　合　　計

12　1⊥　12 9 s　　4　　8　　5
11

9　　13　　6’

o・l08



’参’考

O．東京都杜会保険労務±会の’「社労士1ユO番」’の実施状況

　　平成14．年4月～平成↓5年3月

　・相談日　毎週ユ回水曜日

　・相談場所’東京都社会保険労務±会事務局相談室

　・相談時間　午前10時～午後4時まで．

r社労士一10番」実施状況

）フ］＾”」■『出皿o」．　1’］モ干』」一『＾リ』

＼内容’年齢＼
年金 健保 介護 怠用 助成金 労災 徴収 基’準

社労±紹介

その他 計

30歳末満 ユ2 舶 ］
33 ’皇 8’ 2 26 o η ユ29

ヨo歳代
60 78 3 ’5ε 3 26 4 54 o 48 334

40歳代
33 42 4 40 4 17 6 59 7 40・

252

50歳代． 57． 40 1 42 4’ 24 4 48 2 36
258・

60歳以上 49 17 o 16 2 3 o ．19 o’． 15
12ユ

計 2工1 203 9 工89 I7一 7呂 16 206 9 王56 」1094

男
127 9ε o 畠9 1ユ 43 8 120

7’ 102 6H

女 8｛ ユ05 3 IOO 6 35
呂

86 2 54 483

①男女別・年齢別・内容別の状況

②梱談者の属挫別・内容別の状況　．

年’金健保介護雇用助成金・労災’’徴収基・基詰労芸．その他・計．

事業主
（含担当者） Ol　εO・　6　　7呂　15　　媚’　8　104　　4　　66　蜥

被保険老 6s　　66 0　　6阜　　O　’15　　2 55　　0　　34　　303
そ　の　他． 59　’40 3　　　33　　0　　18 27　　　－　　　　28　　　214

会 員 23　・17． O　　　15　　2 一． 20　　1　　28　　112
計．　　　211
（％〕・　　　19．3盟

！03 ．9 lsg　　　17　　　78’　　16 206　　　9　　　156　　1094

1呂峨 o．s％ 17，3％　　1．6％ 7，I兜　　　　1，5％ 18．8％．o．8％　H－3盟　」oo．o％

．③．r社労士1－0番」の開設を知っ・た媒休

杜 ・リ 市 新 友 ホ ’そ

会 ■
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人
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20一 一1
16 79 21o ’231・ sso．
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平成15年7月22日
’司法制度改革推進本部事務局御中

日本弁理±会

アクセスポイ．ントとしての活動の現状 およぴ 司法ネット　想につし、て

　隣接法律専門職たる’日＊弁理士会のアクセスポイントとしての活動の現状につき、’

以下のとおり’ご報告申’し上げます。．

　司法ネシト構想につきましq辛・竿合的な情部提供あ強化のψ要性を認識し・積極・

的に対応を致す所存です。

1．アクセスポイ．ントとしての活動の現状
　当会では、関係機関として「知的財産支援センター」と「日本知的財産仲裁センタ

ー」が存存しており、これらの活動1二ついて、次のとおり報告いたします。

一1．日本弁理士会の組織’

　　日本弁理土会［全休］　　　総数5192人（平成1膏年3月31日現在）
　　　関東地域．’∴　　　　　　　　　3809人

　　　東北・北海道部会　　　　　　　　26人
　　　東海支部　　　　　　　　　　291人
　　　’北陸部会　　　　　　　　　　　　20人

　　　近畿支部　　　　　　　　　　　946人
　　　中国・四国部会　　　　　　　　43人
　　　九州部会．　　　　　　　　　　47人
　　　国外　　　　　　　　　　　　　　10人

一2」知的財産支援センタニの活動

　日本弁理士会は発明の振興と特言午制度の普及活動を継続的1二行なってきましたが、
・こφ事業をより大規模に紬織的に展開するために、日本弁理士会の附属機関として知．

的財車支援センターが199睾年．4月1日に発足レました。．

　向センターは、．弁理土め公益的活動（支援活動）を通じて、知的財産マインドの醸成・

と知的財産インフラ（琴盤）g整備を図り、．知申財産制度の発展に責献するため．に、次’

の事業を行ないます。

　’・．知的財産制度の昂揚、普及

　・．知的創造活動の奨励とその戌果の発掘

　．・知的財産権の取得と活用の振翼

　・・知的財産権の取得・活用の啓発、教育、指導、相談’．．

　．・知的財産に関する惰報の提供

～全厨各地τ痔詳、無糊梅駁会多芙廠～
’O常設特許無料相談室（東京、大阪、名古屋、福岡の4箇所）の設軍’

　　発明・考案をしたとき、物品のデザイ’ンを考えたとき、商品またはサービスの．

　マークを考えたとき、外国へ出願するとき、’権禾1」について争いがあるとき、に気



　軽に無料でご相談できます。愛称はr特許・意匠・商標存んで毛110番」です。
・O弁理±のいる特許等知的財産の相言奏所（全国1・98箇所）マップ

　　北海道、東北地方→37箇所、’関東地方、山梨県→47箇所．

　　北陸、中’部地方　→19箇所、静岡県、．1愛知県　→14箇所

　　近畿地方．　　　→30箇所、．中国、四国地方　→34箇所
　　二九州、沖縄地方’→17箇所．

○全国一斉無料特許相談会を実施

　　北海道’か・ら沖縄まで全国3．3箇所、7月1日の弁理±の日を記念し全国各地で

　一剤二実施。
○暮らしと事業のよろず相談会の実施

　　．東京の10士業が事葉に関する様々な「悩み」に無料でお応えしまナ。

～支援目カ蛤手伝‘1～
○講師、アドバイザー、指導員、相談員、審査員等として推薦二派遣。’
○多〈の支援員（1・b00人以上〉をプールし、「すべてめ弁理士が支援員！」をス．ロー

　　ガンとしております。

’O支援員は知的財産に関する法律と技術の経験豊かな専門家です。

○支援員は全国におり、どごへで毛派遣できます。．

・国、都道府県、その他の公的な機関や団体から、知的財産権の取得と活用に支給さ

れる各穫の助成金・補助金に関する制度など、特に、中小企業やベンチャー企業に有

用な情報を提供しています（知的財産支援センターH　Pに掲載）。

一3二日本知的財産仲裁センターの活動

　目本知的財産仲裁センター’（1自工業所有権仲裁センター）は、日本弁理士会と日本

弁護土連合会が数年にわたる協議の結果、平成10年3月26日に両会が共同で設立し、
4月．1日よりその運営を開始し．ています。．

．調停人・仲裁人としては二日本弁理士会から嘩知中財牽権の各牟野の亭門知勘こ秀

でた弁理士が、また、目本弁護士連合会からは知的財産権を専門分野とする弁護士が、

副こ、学識経験者からは仲裁法に造詣の深い学者等が選任されています。
　実際の審劇＝は、少なくとも弁理士1．名と．弁護士1名が調停人毛しくは仲裁人と．し’

セ関与します。

’～受荷機衡～’’

○東京、大阪、名古屋あ全5箇所。

【東．京】東京本部事務局

【大　阪】関茜支部北分軍・関西支部南分室

【名古屋】名古屋支部三の丸分室・名古屋支部伏見分室

（期’日’、場所、当事者の出頭）

第12条期日は．調俸期日．仲裁期日及ぴ準備期日とする。



2　期日は，当事者双方の由頭の毛とに、弁理±会館内又は弁護士…会≡館内もしくは

本センターが指定する場所において開催する。
（抜粋）

’2．’司法ネット構想について

一1　司法ヰットと当会との関わり

　○　当日本弁理士会は、特許相談等の知的財産に関する相談業務等の知盟竺ニビ

五拠点を有しております。一方、司法アクセスポイントの主たる業務は、司法サ
ー’ビスです。

　○　知的財産に関する相談業務を主ξする知財サ’ビろと㌧司法サ」ビスとは、’

　完全に一致す．ることはな’いとはいえ、重複する業務が存在することは確実です。

　　一致点と相違点とを踏まえ、日本弁理士会が有するネットと、今後構築される

　司法サ，ビスネシトとが、円滑光、つ迅速1こ連携する必要があります。

○　日本弁理士会とし亡は、司法ネットの運営主体の総合調整機能と、事案振り

分け機育白とに期待し、司法ネットにおける司法サービスに連携して迅速に知財サ

　ービスを提供セきるよう、シズテムの構桑を図ります。

一2．’．人的資源

　○　司法サービスをする自法ネットの運営に関し、隣接法律専門職としての弁理

　士を必要に応じ紹介できるよう協カいたします。．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

添付書類」覧．

1．知的財産支援センター（パンラレット〕

・2．特許・’意匠・商標rなんで毛1下q番（無料）」（リ【フレット）

3．常設特許無料相談室［東東・大阪・名古屋・福岡］’相談内容（平成14度集計）．

4。弁撃士のいる特許等知的財産の相談所（ポスター）

5・7月1貝は弁理士の日・r全国一斉無料特許相談会開催！」（チラシ）

6．暮らしと事業のよろず相談会（チラシ）’

7．あなたのアイディア発明をBack　up（リーフレット〕

・8．知的財産専門の紛争処理機関r日本知的財産仲裁センター」（り一フレット）

9’．’日本知的財産仲裁センター　調倖・仲裁申立事件一覧



アクセスポイントとしての活動の現状にρい亡

司法ネット構想について

　　　　平成15年7月22目

（社）日本不動産鑑定協会

　隣接法律専門職種関係者・司苧制度改革推進本部事務局間g意見交換会にお

いて、（杜）日本不動産鑑定協会も意見を述べる機会を与えられましたことを感

謝申し上げます。

1．．　　はじめ’1二

　（杜）．目本ネ動産鑑定協会はAD　R組織の立ち上げに向けた取り組みにおいて．

　アクセス1ポィントの設置、運営に積極的な対応を検討しております。

　　（杜）目本不動産鑑定協会と傘下の地域会では従前よ．り市民からの不動産

に．関る相談業養を扱ってきておりまずが、矢口名度の不足やアクセスルートが

’未整備な三ともあって必ずしも期待通りの成果を得ていなザ状況にありま
．’す。

しかし、不動産に関する相談件数は潜在的に・膨大なものがあり、アクセス・ポ

イン＝トの整備充実に倖って相談件数の増大とそれによ．る杜会貢献への機会

が増大することは間違いない’ものと確信しております。・

・2・　　（社）日本不動産鑑定協会の対応

　AD　R羊宰者i．AD　R代理人として不動産鑑定士は専門性、信頼性の高い今’．

　材供給源である．と自認していま．す。

　不動産鑑定±は民苧調停率阜（6戸2名）及び借堆非訟事件手続規貝リに基づく’

鮮定委員（約800名）として多数の人材が裁半1」所か←任命宇れて・牢代・家賃

・それに借地権価椅や借地条件変更に伴う財産上の給付額等についての算定

を通して、紛争解決のノウハウを蓄積しております。これらの経験豊かな多’

数の人材に、密度高いADR研修を実施することを検討レたいと考えており
ます。．

　また、時宜を得て調停委員以外の不動産鑑定士にも研修の機会を広げ、質’



と人数の両面で充実を早急に期すつもりでありまナ。．

　不動産鑑牢士は不動産ド係わる権利、利益につリ．、ての経済的分析の専門家

であり、法律的経済的な素養、さ・まざまな知識及び修練を積んでおります。

不動産鑑定士は相当に高度の渉律的素養とともに「紛争分野の専門能カ」・を

備え、・’調停委員としての経験1ヒ裏付けられたr紛争解決の専門能カ」におい

ても相応の水準に達している職能集団であります。さらに丁段の研修によっ

て市民からの確かな信頼を得られるものと自’負しております。

3．　総合アクセメポイント

　（ア）期待される機華．

　　　①’情報提供と助言．

　　　　一般の人にと？ては最初にどこにいったらいいのかが分らないとの

　　　　求めに対応して、新たに設ける．総合窓口においては各AD　Rについ

　　　　　での情報を集約し、’市民が自分に適切なA’D　R機関へ容易に到達ナ

　　　　　る接莇をする機能ととも、に解決までの適切な選択肢（裁判か、AD

　　　　　Rか、当事者共通の関係者による調整か等のいずれが良いのか）’を

　　　　助言する機’能を持たせる必要があります。

　　　　　これらぱ無料で利用できるような措置が望まれます。インタ」ネヅ

　　　　　トでの24時間サービス（質問に答えて．ゆくと最適な相談窓口の連絡

　　　　’先や概要が’わかる。よくあるQ＆A等）を備えて快適に利用できる

　　　　　ようにすると左もに二1丁弱者への対応を考慮すべきであると考え

　　　　ます。

　　　②振り分け

　　　　適切なAD　Rへ事案・を配分するために振り分け担当着にハイレベル

　　　　なトレーニングが必要です。．

　　　’③・ワンストップサ」ビス

　　　　棒合窓『で担うことが誰の目｝三も明らかな事案に限っては積極的に

　　　　AD　Rサーζスを提供する必要があります。但し、各専門職種AD

　　　　Rの活動、発展をいささかでも制約することの無い本う十分な配慮

　　　　がなされるべきであ．ると考えます。’

　　　④公表
　　　　各専門職種ADRの事案処理を公表して比較に供することにより、そ．

　　　　の専門性、事案処理の過程、’費用についての’目安を、これからAD’’

　　　　R利用を考えている人に与えるとともに、各AD　R聞の競争を通じ

　　　　’’て相互の発展が期待されます；



（イ輝営

　　　自主性が各専門職共通のキーワードになります。．阜主性が確立してい

　　　なく’ては専門家として市民の信頼は得・られません。従って、総合窓口

　　　は各専F『職種による自立的、積極的な運鴬が求められます。

（ウ）財務．’’

　AD　Rサニビスに要した実費は原員1Jとして利用者の負担としますが、潜

　在・している需要を鎮在イピし・て桂会の活カを促し、自由で公正な杜会を実

　現する為に利用者の負担を極カ軽くすることを検討すべきです。裁判所

の調停一嘩は利用予の負苧がぽとんど牟！利用されているこ’とも参考

　となります。・

　’利用者に多額の’費用負担を強いる．とととならないよう人件費、設備、土

　地準物の取得費砕持養等の固定経費につレニ、て国庫負担を考えるべきだと

　思います』

4．　紛争予防
　　迅速、適切な「紛争解決」とともにさらに重要な課題が「紛争予防」であ

　りま丸紛争に成長すう前の段階で二吉門家の助カを得て適切な対応をして

　・いれぱ防げた事案は柴して少牟くないはずで尤紛争になってからめ解決キ

　未然防止とではその杜会的費用は格凌に異なります。

　　羊近で容易に禾1」用できるアクセろポイントの支援があることによって、．紛

　争に至る前に専門’家のカウンセリング業務を受けられる体制が整えられる

　ことは当事者にとって費用及び時間等の負担が大きく軽減されます。

5．　おわり1二
　’（杜）’目本不動産鑑定協会は各法律専門職種との協働によ’り不動産に関連す

　る専門分野の紛争予防と紛争解決のための’ワンストップサービスを提供で

　’きるものを検討した’いと思います。

’その為にも総合アクセろポイントの整備充実が当面の最優先課題であると

　考えております』

以　上


